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示

大
分
県
告
示
第
五
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作

成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
施
設
介
護
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
、
介
護
予
防
福
祉

用
具
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
介
護
機
関
を
指
定
し

た
。 毎

週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

介
護
機
関
の

名
称　
　
　

所　

在　

地

開　

設　

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

介
護
付
有
料

老
人
ホ
ー
ム

「
た
ん
ぽ
ぽ

の
家
」

宇
佐
市
大
字
樋

田
四
五
番
地
一

株
式
会
社
悠

隆

宇
佐
市
大
字

樋
田
四
五
番

地
一

介
護
予
防
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介

護

令　

二
・　

八
・　

一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
十
七
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

救
急
病
院

・
救
急
診

療
所
の
別

名　
　

称

所　

在　

地

認　

定　

期　

間

救
急
病
院

永
冨
記
念
病
院

大
分
市
大
字
玉
沢
七
八
番
地

令
三
・　

一
・　

一
か
ら

令
五
・
一
二
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

川
嶌
整
形
外
科
病
院

中
津
市
大
字
宮
夫
一
七
番
地

令
三
・　

一
・　

二
か
ら

令
六
・　

一
・　

一
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
十
八
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
年
月
日

種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指

定

理

由

（
告
示
）



令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
報

二

令
二
・　
　

　

一
・
一
四

映　

画

５
人
の
女　

愛
と
金
と
セ
ッ
ク
ス
と
・
・
・

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

わ
い
せ
つ
珍
談　

異
次
元
セ
ッ
ク
ス
の
世
界

新
東
宝
映
画

〃

〃

車
内
痴
漢　

ス
テ
キ
な
指
あ
そ
び

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

好
色
男
女　

セ
ッ
ク
ス
の
季
節

オ
ー
ピ
ー
映
画

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
十
九
号

　

次
の
者
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
申
請
書
等
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　

中
津
市
大
字
田
尻
二
千
五
百
番
地
の
一

　
　
　

株
式
会
社
大
和

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

伊　

藤　

秀　

昭

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

中
津
市
大
字
田
尻
崎
十
一
番

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
三
号

　

に
定
め
る
汚
泥
の
焼
却
施
設
、
同
条
第
五
号
に
定
め
る
廃
油
の
焼
却
施
設
、
同
条
第
八
号
に
定
め
る
廃
プ

　

ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
及
び
同
条
第
十
三
号
の
二
に
定
め
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　

１　

産
業
廃
棄
物

　
　
　

汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動

　
　

植
物
性
残
さ
、
動
物
系
固
形
不
要
物
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
等
、
が
れ
き
類
、
動
物

　
　

の
ふ
ん
尿
及
び
動
物
の
死
体
（
以
上
十
六
種
類
）

（
告
示
）

　

２　

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

　
　
　

感
染
性
産
業
廃
棄
物

五　

申
請
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

六　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
五
日
ま
で

七　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
循
環
社
会
推
進
課
及
び
北
部
保
健
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十

六
条
第
一
項
及
び
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令

第
百
九
十
八
号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
十
一
月
に
検
査
し
、
収
去
し
た
飼
料
の
試

験
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

製
造

事
業

場
等

の
名

称
、

法
人

番
号

及
び

所
在

地
　

収
去

場
所

及

び
法

人
番

号
飼

料
の

名
称

製
造

年
月

試
験

項
目

違
反

の

内
容

ジ
ェ

イ
エ

イ
北

九
州

く
み

あ
い

飼
料

株
式

会
社

大
分

工
場

7290001007083

速
見

郡
日

出
町

大
字

川
崎

字
浜

田
5969番

地
の

10

同
左

く
み

あ
い

配
合

飼

料
ブ

ラ
イ

ト
レ

イ

ヤ
ー

15Ｖ
Ｅ

令
和

2年

11月

栄
養

成
分

等
－

粗
た

ん
白

質
・

粗
脂

肪
・

粗
繊

維
・

粗
灰

分

－

株
式

会
社

大
分

く
り

き

2320001008347

速
見

郡
日

出
町

川
崎

5969

の
13

同
左

Ｎ
Ｅ

Ｗ
こ

だ
か

ら
令

和
2年

11月

栄
養

成
分

等
－

粗
た

ん
白

質
・

粗
脂

肪
・

粗
繊

維
・

粗
灰

分

－

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
長

三
河
明
史
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に



令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
報

三

（
告
示
）

よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事

業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
防
災
ダ
ム
事
業

（
防
災
た
め
池
）

貴
船
池
地
区

令
三
・　

一
・
二
六
か
ら

令
三
・　

二
・
一
五
ま
で

国
東
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
二
号

　

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
農
業
用
た
め
池
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

農
業
用
た
め
池
の
名
称

農 

業 

用 

た 

め 

池 

の 

所 

在 

地

指 

定 

年 

月 

日

白
水
溜
池

大
分
市
大
字
横
尾
一
一
二
七
番
三
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

西
谷
溜
池

大
分
市
大
字
細
二
二
三
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

東
谷
溜
池

大
分
市
大
字
細
二
四
七
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

明
り
谷
溜
池

大
分
市
大
字
上
判
田
四
一
〇
〇
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

首
り
溜
池

大
分
市
大
字
上
判
田
四
〇
六
六
番
三
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

藤
助
溜
池

大
分
市
大
字
竹
中
五
五
七
五
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

下
池
溜
池
（
上
り
尾
）

大
分
市
大
字
上
戸
次
一
四
八
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

上
池
溜
池

大
分
市
大
字
上
戸
次
八
三
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

西
の
迫
溜
池

大
分
市
大
字
宮
尾
一
五
四
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

鉾
迫
溜
池

大
分
市
大
字
久
土
一
五
七
五
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

野
稲
原
溜
池

大
分
市
大
字
久
土
二
三
四
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

古
屋
敷
溜
池

大
分
市
大
字
八
幡
八
一
二
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

宮
窪

大
分
市
大
字
上
判
田
五
五
五
五
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

古
堤

大
分
市
大
字
政
所
二
六
四
九
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

戸
ノ
上
溜
池

大
分
市
大
字
吉
野
原
一
三
三
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

杵
棒
堤

大
分
市
大
字
東
上
野
三
六
七
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

宝
来
溜
池

大
分
市
大
字
細
九
〇
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

赤
迫
溜
池

大
分
市
大
字
細
二
四
九
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

猿
喰
溜
池

大
分
市
大
字
東
上
野
三
八
六
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

長
迫
下
溜
池

大
分
市
大
字
丹
生
一
七
〇
三
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

宮
谷
溜
池

大
分
市
大
字
一
木
一
八
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

北
迫
の
上
溜
池

大
分
市
大
字
一
木
一
三
〇
三
番
七
六
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

新
堤
溜
池
（
野
稲
原
新
池
）

大
分
市
大
字
久
土
二
四
二
二
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

か
く
れ
山
溜
池

大
分
市
大
字
佐
野
一
八
八
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

観
音
寺
溜
池

大
分
市
大
字
東
上
野
七
五
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

尾
津
留
ヶ
迫
大
堤

大
分
市
大
字
下
戸
次
三
四
八
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

倉
本
上
溜
池

大
分
市
大
字
東
院
一
七
三
一
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

笠
岩
溜
池

大
分
市
大
字
市
尾
一
九
〇
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

安
楽
溜
池

大
分
市
大
字
一
木
九
八
三
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

石
葉
溜
池

大
分
市
大
字
上
戸
次
五
五
六
四
番
三
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

柚
の
木
溜
池

大
分
市
大
字
福
良
二
〇
〇
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

梛
ノ
木
溜
池

大
分
市
大
字
東
上
野
三
一
七
三
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

榎
峠
溜
池

大
分
市
大
字
杉
原
一
三
一
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

大
平
溜
池

大
分
市
大
字
宮
尾
一
三
五
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

向
迫
溜
池

大
分
市
大
字
吉
野
原
九
七
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇
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四

八
ヶ
久
保
溜
池

大
分
市
大
字
宮
尾
一
六
八
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

天
神
口
溜
池

大
分
市
大
字
佐
野
二
八
一
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

猪
の
谷
第
一
溜
池

大
分
市
大
字
本
神
崎
五
三
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

猪
の
谷
第
二
溜
池

大
分
市
大
字
本
神
崎
五
三
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

長
迫
溜
池

大
分
市
大
字
木
佐
上
四
四
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

松
迫
溜
池

大
分
市
大
字
木
佐
上
六
四
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

磯
松
溜
池

大
分
市
大
字
木
佐
上
三
七
五
七
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

岩
屋
溜
池

大
分
市
大
字
木
佐
上
一
九
二
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

大
原
溜
池

大
分
市
大
字
木
佐
上
二
一
六
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

鍵
山
（
二
）
溜
池

大
分
市
大
字
志
生
木
七
五
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

瓦
崎
溜
池

大
分
市
大
字
一
尺
屋
二
〇
八
一
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

山
内
溜
池

大
分
市
大
字
志
生
木
一
七
七
四
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

皿
池

中
津
市
大
字
大
貞
三
七
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

大
悟
法
池

中
津
市
大
字
大
貞
三
八
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

丸
沢
池

中
津
市
大
字
大
貞
三
八
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

三
角
池
（
御
澄
池
）

中
津
市
大
字
大
貞
二
〇
九
番
五
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

新
池
（
上
池
永
）

中
津
市
大
字
上
池
永
四
三
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

合
馬
古
池

中
津
市
大
字
合
馬
三
四
三
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

合
馬
新
池

中
津
市
大
字
合
馬
三
四
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

新
池
（
是
則
）

中
津
市
大
字
是
則
一
〇
九
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

中
池
（
四
池
）

中
津
市
大
字
野
依
一
二
五
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

烏
ヶ
池
二
号

中
津
市
大
字
犬
丸
二
一
五
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

大
沢
池

中
津
市
大
字
犬
丸
二
四
三
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

古
池
（
諸
田
）

中
津
市
大
字
諸
田
一
〇
七
〇
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

（
告
示
）

鮎
帰
池

中
津
市
三
光
臼
木
一
八
〇
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

長
沢
池

中
津
市
三
光
小
袋
四
三
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

高
柳
池

中
津
市
三
光
小
袋
五
五
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

平
石
下
池

中
津
市
三
光
西
秣
二
〇
八
五
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

平
石
上
池

中
津
市
三
光
西
秣
二
〇
八
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

森
山
池

中
津
市
三
光
森
山
三
五
五
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

横
道
池

中
津
市
三
光
森
山
二
八
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

シ
ョ
ウ
ケ
池

中
津
市
三
光
森
山
二
八
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

冠
石
野
上
池

中
津
市
耶
馬
渓
町
大
字
冠
石
野
五
〇
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

冠
石
野
下
池

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
冠
石
野
二
五
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

樋
田
中
池

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
樋
田
二
六
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

樋
田
下
池

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
樋
田
二
六
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

檜
原
池

中
津
市
耶
馬
渓
町
大
字
中
畑
一
四
一
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

萩
尾
池

日
田
市
大
字
二
串
一
三
三
六
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

高
瀬
第
二
池

日
田
市
大
字
高
瀬
二
一
六
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

高
瀬
第
一
池

日
田
市
大
字
高
瀬
二
一
六
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

東
寺
（
子
）

日
田
市
大
字
日
高
二
八
〇
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

東
寺
（
親
）
池

日
田
市
大
字
求
来
里
五
一
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

ヘ
ボ
山

日
田
市
大
字
鶴
河
内
四
二
四
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

宮
尾

日
田
市
大
字
鶴
河
内
四
八
六
一
番
五
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

刈
屋
上

日
田
市
大
字
花
月
四
〇
〇
八
番
七
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

柳
原
池

日
田
市
大
字
花
月
四
〇
〇
八
番
四
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

小
塚

日
田
市
大
字
花
月
三
〇
三
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

水
上
池

日
田
市
大
字
花
月
四
二
九
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇
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五

（
告
示
）

足
ヶ
迫

日
田
市
大
字
花
月
三
〇
九
一
番
四
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

石
場
池

日
田
市
中
津
江
村
合
瀬
二
七
一
四
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

塔
ノ
本

日
田
市
大
山
町
東
大
山
七
九
二
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

蛇
崎

佐
伯
市
大
字
池
田
二
二
六
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

新
池
溜
池

臼
杵
市
大
字
大
野
一
五
四
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

森
屋
一
号

竹
田
市
高
伏
字
高
岩
一
五
八
四
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

古
園

竹
田
市
古
園
一
〇
六
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

白
水

竹
田
市
荻
町
西
福
寺
六
二
二
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

椿
山
溜
池

竹
田
市
久
住
町
大
字
白
丹
七
七
六
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

名
子
山
（
中
園
）
下

竹
田
市
直
入
町
大
字
長
湯
九
一
八
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

名
子
山
（
中
園
）
上

竹
田
市
直
入
町
大
字
長
湯
九
一
八
三
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

宇
曽
（
八
ノ
久
保
）

竹
田
市
直
入
町
大
字
長
湯
一
〇
〇
〇
七
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

山
の
神
溜
池

杵
築
市
大
字
鴨
川
字
鴨
川
一
〇
四
七
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

七
双
子
溜
池

杵
築
市
大
字
南
杵
築
字
奈
良
双
子
二
九
六
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

明
戸
石
溜
池

杵
築
市
大
字
奈
多
四
八
五
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

梶
ヶ
浜
溜
池

杵
築
市
熊
野
字
出
口
九
三
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

沓
掛
新
池

杵
築
市
大
田
沓
掛
三
二
八
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

堂
ノ
迫
池

杵
築
市
大
田
白
木
原
字
堂
ノ
迫
九
三
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

述
の
池
溜
池

杵
築
市
山
香
町
大
字
内
河
野
字
池
ノ
平
一
一
〇
八
番

二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

小
谷
溜
池
（
法
照
寺
）

杵
築
市
山
香
町
大
字
内
河
野
字
小
谷
一
三
三
三
番
地

先

令
和
二
・
六
・
三
〇

久
保
の
谷
溜
池

杵
築
市
山
香
町
大
字
小
武
字
久
保
二
五
〇
四
番
二
地

先

令
和
二
・
六
・
三
〇

早
馬
溜
池

杵
築
市
山
香
町
大
字
山
浦
字
石
河
野
四
五
六
四
番
地

先

令
和
二
・
六
・
三
〇

楠
溜
池

杵
築
市
山
香
町
大
字
吉
野
渡
字
楠
原
一
四
一
九
番
地

先

令
和
二
・
六
・
三
〇

小
谷
大
池

杵
築
市
山
香
町
大
字
内
河
野
字
小
谷
池
一
九
六
三
番

地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

鍋
ヶ
谷
下
池

宇
佐
市
大
字
今
仁
一
〇
四
五
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

剣
の
池

宇
佐
市
大
字
赤
尾
九
一
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

袋
山
上
池

宇
佐
市
大
字
下
元
重
一
〇
四
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

今
成
下
池
（
照
山
池
）

宇
佐
市
大
字
今
成
四
七
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

落
袋
池

宇
佐
市
大
字
山
口
一
二
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

稲
丸
池

宇
佐
市
大
字
四
日
市
一
〇
四
八
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

常
徳
池

宇
佐
市
大
字
四
日
市
四
〇
四
四
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

野
地
池

宇
佐
市
大
字
末
六
〇
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

内
山
下
池

宇
佐
市
大
字
上
矢
部
一
〇
二
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

谷
山
下
池

宇
佐
市
大
字
上
矢
部
三
八
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

新
池
（
ひ
し
形
池
）

宇
佐
市
大
字
日
足
五
四
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

重
箱
池
（
金
丸
新
池
）

宇
佐
市
大
字
金
丸
三
二
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

白
岩
池

杵
築
市
山
香
町
大
字
向
野
八
二
九
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

久
保
池

宇
佐
市
大
字
江
熊
七
三
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

野
田
池

宇
佐
市
大
字
山
五
七
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

両
戒
池

宇
佐
市
大
字
両
戒
三
六
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

大
明
神
池

宇
佐
市
大
字
正
覚
寺
一
九
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

袋
山
下
池

宇
佐
市
大
字
下
元
重
一
〇
四
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

南
ヶ
迫
池

宇
佐
市
院
内
町
小
稲
六
五
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

萩
原
池

宇
佐
市
院
内
町
大
重
見
三
一
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

七
駄
切
池

宇
佐
市
院
内
町
大
重
見
七
一
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇



令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
報

六

上
の
山
池

宇
佐
市
院
内
町
高
並
六
四
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

奥
山
上
池

宇
佐
市
院
内
町
月
俣
六
二
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

奥
山
下
池

宇
佐
市
院
内
町
月
俣
六
四
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

和
田
新
池

玖
珠
町
大
字
日
出
生
一
六
九
五
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

小
蝶
池

宇
佐
市
院
内
町
斎
藤
七
一
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

島
の
本
池

宇
佐
市
安
心
院
町
新
貝
一
四
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

久
井
田
池

宇
佐
市
安
心
院
町
矢
崎
五
五
八
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

境
ノ
坪
池

宇
佐
市
安
心
院
町
境
ノ
坪
一
六
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

白
砂
子
池

宇
佐
市
安
心
院
町
板
場
一
三
〇
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

イ
ヤ
リ
池

宇
佐
市
安
心
院
町
板
場
一
一
四
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

蓑
草
池

宇
佐
市
安
心
院
町
辻
六
一
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

貴
船
池

宇
佐
市
安
心
院
町
佐
田
三
一
四
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

栗
ノ
木

豊
後
大
野
市
三
重
町
上
田
原
六
四
四
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

辻

豊
後
大
野
市
三
重
町
上
田
原
一
七
四
〇
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

迫
田

豊
後
大
野
市
三
重
町
浅
瀬
四
五
一
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

大
堤

豊
後
大
野
市
三
重
町
秋
葉
三
五
〇
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

津
留

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
二
一
九
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

妙
勝
庵

豊
後
大
野
市
大
野
町
田
中
一
九
五
三
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

西
谷

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
高
津
原
一
二
〇
三
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

猪
ノ
頭
溜
池

由
布
市
挾
間
町
鬼
瀬
一
一
八
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

時
松
溜
池

由
布
市
挾
間
町
時
松
七
五
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

近
畑
溜
池

由
布
市
挾
間
町
鬼
瀬
八
六
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

ナ
ラ
カ
ヤ
溜
池

由
布
市
挾
間
町
来
鉢
五
六
一
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

吹
上
溜
池

由
布
市
挾
間
町
古
野
一
〇
二
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

（
告
示
）

南
河
内
池

国
東
市
国
東
町
深
江
六
二
九
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

落
水
池
（
後
野
）

国
東
市
国
東
町
東
堅
来
字
六
二
七
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

明
治
池

国
東
市
国
東
町
富
来
二
九
一
六
番
二
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

松
原
池

国
東
市
国
東
町
浜
崎
三
〇
五
四
番
一
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

大
谷
池

国
東
市
国
東
町
中
田
二
九
三
九
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

八
乙
池

国
東
市
国
東
町
下
成
仏
一
三
四
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

新
池

速
見
郡
日
出
町
字
鍛
冶
屋
園
一
一
七
六
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

衛
藤
（
一
）

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
右
田
二
四
〇
四
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

衛
藤
（
二
）

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
右
田
二
三
九
二
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

作
草
池

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
三
三
五
七
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

天

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
下
一
〇
四
〇
番
地
先

令
和
二
・
六
・
三
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

国
東
市
国
見
町
千
燈
字
山
ノ
神
一
二
六
六
番
・
一
二
七
〇
番
・
一
二
七
二
番
一
・
一
二
七
八
番
一
・
一

　

二
七
九
番
・
一
二
八
二
番
一
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
二
六
七
番
、

　

一
二
七
二
番
二
、
一
二
七
八
番
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。



令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
報

七

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局
並
び
に
国
東
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
高
瀬
字
清
水
五
八
三
五
番
、
五
八
五
四
番
、
五
八
五
五
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

佐
伯
市
弥
生
大
字
小
田
字
西
ノ
又
一
一
四
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
二
五
番
、
一
二

　

六
番
、
一
二
八
番
か
ら
一
三
二
番
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
西
ノ
又
一
一
四
番
・
一
二
六
番
・
一
三
二
番
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に

　
　
　

限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

佐
伯
市
宇
目
大
字
木
浦
内
字
上
落
水
一
二
〇
〇
番
一
七
、
一
二
〇
〇
番
一
八
、
一
二
〇
〇
番
二
〇
、
字

　

椿
原
一
二
四
二
番
一
、
一
二
四
二
番
二
、
一
二
四
三
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
上
落
水
一
二
〇
〇
番
一
七
・
一
二
〇
〇
番
一
八
・
一
二
〇
〇
番
二
〇
・
字
椿
原
一
二
四
二
番
一

（
告
示
）



令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
報

八

　
　
　

（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
二
四
二
番
二

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

津
久
見
市
大
字
徳
浦
字
山
ノ
神
一
〇
〇
三
番
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
山
ノ
神
一
〇
〇
三
番
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局
並
び
に
津
久
見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

由
布
市
湯
布
院
町
中
川
字
ム
タ
平
一
三
九
五
番
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
十
九
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
区

域
の
名

称　
　

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類　
　

区
域
の

表
示　

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項　
　
　
　
　

備　

考

（
告
示
）



令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
報

九

花
合
野

川

由
布
市

湯
布
院

町
湯
平

・
由
布

市
湯
布

院
町
下

湯
平
・

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
田

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
大
分
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
分
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

大
分
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　

大
分
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
な
し

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

大
分
都
市
計
画
地
区
計
画　

田
ノ
浦
地
区
地
区
計
画
（
大
分
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

大
分
都
市
計
画
下
水
道　

大
分
公
共
下
水
道
（
大
分
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

（
告
示
・
公
告
）


